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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの手の１本又は複数本の指と接触するように構成されるフィードバック部分を有
するハンドル（１２、５６）と、
　対象付近に、又は該対象と接触して位置決めされると共に、特性を測定するように構成
されるセンサー（２０、３４）と、
　前記ハンドル（１２、５６）の前記フィードバック部分内に分散しており、前記測定し
た特性に基づいて作動し、前記ユーザへフィードバックを提供するように構成される複数
の触覚作動装置（４４、５８）と、
を備え、
　前記フィードバック部分は、前記ユーザの手の１本又は複数本の指を収容するように構
成される受け部（２２、２２－１、２２－２、２２－３、２４）であり、
　前記複数の触覚作動装置（４４、５８）は、前記受け部内に位置づけられる前記ユーザ
の手の１本又は複数本の指を囲むように、該受け部（２２、２２－１、２２－２、２２－
３、２４）の内面の周りに配置され、
　前記複数の触覚作動装置のうち、作動する触覚作動装置は、前記センサーが測定した脈
や血流に応じて、経時的に変化する、器具。
【請求項２】
　前記受け部内に位置決めされる前記触覚作動装置（４４、５８）の１つ又は複数は、一
部では前記センサー（２０、３４）が配向される対応する方向に基づいて作動される、請
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求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記センサー（２０、３４）は、前記ハンドル（１２、５６）と前記器具（１０）の遠
位端部（１６）とを接続するシャフト（１４）に対して垂直な方向に配向されるように構
成される、請求項１に記載の器具。
【請求項４】
　ユーザの手の１本又は複数本の指と接触するように構成されるフィードバック部分を有
するハンドル（１２、５６）と、
　前記ハンドル（１２、５６）と前記器具（１０）の遠位端部（１６）とを接続するシャ
フト（１４）と、
　対象付近に、又は該対象と接触して位置決めされると共に、特性を測定するように構成
されるセンサー（２０、３４）であって、該センサー（２０、３４）は、前記シャフト（
１４）に対して垂直な方向に配向される複数の感知要素（４０）を備え、該感知要素（４
０）はそれぞれ、前記対象の特性を測定するように構成される、センサー（２０、３４）
と、
　前記ハンドル（１２、５６）の前記フィードバック部分内に分散しており、前記測定し
た特性に基づいて作動し、前記ユーザへフィードバックを提供するように構成される複数
の触覚作動装置（４４、５８）と、
を備え、
　前記フィードバック部分は、前記ユーザの手の１本又は複数本の指を収容するように構
成される受け部（２２、２２－１、２２－２、２２－３、２４）であり、
　前記複数の触覚作動装置（４４、５８）は、前記受け部内に位置づけられる前記ユーザ
の手の１本又は複数本の指を少なくとも部分的に囲むように、該受け部（２２、２２－１
、２２－２、２２－３、２４）の内面の周りに配置されており、
　前記受け部内に位置決めされる前記触覚作動装置（４４、５８）の１つ又は複数は、一
部では前記器具の前記シャフト（１４）に対して対応する位置に位置決めされる１つ又は
複数の感知要素（４０）それぞれの感知した特性に基づいて作動され、
　前記複数の触覚作動装置のうち、作動する触覚作動装置は、前記センサーが測定した脈
や血流に応じて、経時的に変化する、器具。
【請求項５】
　前記センサー（２０、３４）は、把持装置に取り付けられる複数の感知要素（４０）を
含み、前記複数の触覚作動装置（４４、５８）は、前記把持装置のジョーに対する前記対
象の一部の位置を伝えるように構成される、請求項１に記載の器具。
【請求項６】
　前記受け部（２２、２２－１、２２－２、２２－３、２４）は、前記ユーザの親指を収
容するように構成され、前記複数の触覚作動装置は、該親指が該受け部（２２、２２－１
、２２－２、２２－３、２４）内に位置決めされている間に前記測定した特性を前記ユー
ザの親指に伝えるように構成される、請求項１に記載の器具。
【請求項７】
　前記器具（１０）は外科用器具であり、前記対象は患者である、請求項１に記載の器具
。
【請求項８】
　前記受け部（２２、２２－１、２２－２、２２－３、２４）はユーザの親指を収容する
ように構成される、請求項１に記載の器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、包括的には、手持ち器具の実施の形態に関する。より詳細には、本開示は、
対象の特性を感知すること、及び器具のハンドルに取り付けられる１つ又は複数の触覚作
動装置へ触覚フィードバックを提供することに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　外科医が内臓器官にアクセスするために患者の皮膚に比較的大きな切開部を形成する観
血手術とは対照的に、比較的小さい切開部を作り、次いでこの切開部を通して器具を挿入
して器官にアクセスすることによる、低侵襲性外科手術が行われている。通常、低侵襲性
外科手術は結果として、入院期間がより短くなり、治療要件が減り、痛みが少なく、傷跡
が小さく、合併症の可能性が低いこと等をもたらす。
【０００３】
　外科医は、低侵襲性外科手術中に、切開部を通して小型カメラを導入することができる
。このカメラは、画像をビジュアルディスプレイへ送信し、外科医が内臓器官及び組織を
見ること、並びに器官及び組織にある他の低侵襲性器具の効果を確かめることを可能にす
る。このように、外科医は、腹腔鏡手術、切開、焼灼、内視鏡検査、遠隔手術等を行うこ
とができる。しかしながら、低侵襲性外科手術には、観血手術と比較して、外科医が患者
の器官及び組織を見て触るという能力に関して限界が存在する可能性がある。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示は、感知したパラメータを器具の操作者へ伝える器具の複数の実施形態を記載す
る。特定の一実施形態によると、特に、本明細書に記載される器具は、ユーザの手の１本
又は複数本の指と接触するように構成されるフィードバック部分を有するハンドルを備え
る。器具は、対象付近に、又は対象と接触して位置決めされると共に、対象の特性を測定
するように構成されるセンサーをさらに含む。また、器具は、ハンドルのフィードバック
部分によって支持される触覚出力機構を含む。触覚出力機構は、対象の測定した特性をユ
ーザへ伝えるように構成される。
【０００５】
　本明細書において必ずしも明示的に開示されないかもしれないが、以下の詳細な説明及
び添付の図面を検討すると当業者には明らかであろうさらなる特徴及び利点を、本開示に
記載される実施形態は含み得る。これらのさらなる特徴及び利点は本開示内に含まれるこ
とが意図される。
【０００６】
　以下の図の構成要素は、本開示の一般原理を強調するように示されており、必ずしも一
定の縮尺で描かれていない。対応する構成要素を指す参照符号は、一貫性及び明確さの目
的で図面を通して必要に応じて繰り返される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施形態による外科用器具の側面図を示す図である。
【図２】一実施形態による、器具に取り付けられている一組のセンサーの断面図を示す図
である。
【図３】第１の実施形態による、図１に示すハンドルの一部の側断面図を示す図である。
【図４Ａ】第１の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図４Ｂ】第１の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図４Ｃ】第１の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図５Ａ】第２の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図５Ｂ】第２の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図５Ｃ】第２の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図６Ａ】第３の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図６Ｂ】第３の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図６Ｃ】第３の実施態様による、図３に示す触覚作動装置の作動を示す図である。
【図７Ａ】第２の実施形態による、図１に示すハンドルの一部の側面図を示す図である。
【図７Ｂ】第２の実施形態による、図１に示すハンドルの一部の側面図を示す図である。
【図８】第３の実施形態による、図１に示すハンドルの一部の側面図を示す図である。
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【図９】別の実施形態による、ハンドルの側断面図を示す図である。
【図１０】一実施形態による器具を動作させる方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　小切開部を伴う低侵襲性外科手術は観血手術に勝る多くの利点を含むが、低侵襲性外科
手術は依然として外科医に課題をもたらす場合がある。例えば、外科医は通常、患者の内
臓器官を見て器具の移動及び動作が器官にどのように影響を与えるかを確かめるのに、カ
メラに依存しなければならない。しかしながら、外科医の体験を高めるために、外科医に
フィードバックを提供して患者の身体が器具に対してどのように反応するのかについての
情報を伝えることができる。本開示の教示によると、器具のハンドルの或るセクションに
触覚効果を与えることによって、外科医に出力を提供することができる。詳細には、触覚
効果は、外科医の親指又はそれ以外の指を収容することが意図される器具のセクションに
与えることができる。
【０００９】
　本開示は、操作者が操作することができる任意の種類の器具に適用することができる多
くの実施形態を記載する。より詳細には、本開示において記載される器具は、器具の遠位
部分を機械的に制御するハンドル部分を含む。遠位部分に取り付けられるのは、器具と相
互作用する対象のパラメータを感知するように構成される１つ又は複数のセンサーである
。ハンドルに取り付けられる１つ又は複数の触覚出力機構に提供されるように設計される
出力信号を得るために、感知した信号を処理することができる。
【００１０】
　本開示において記載される例の多くは低侵襲性外科手術用器具等の外科用器具に関する
が、本開示は、他の種類の器具も包含することが意図されることを理解されたい。加えて
、本明細書中の例の多くは、外科患者と、患者の器官及び組織が外科用器具とどのように
相互作用するのかとに関するが、本開示は、それぞれの器具の動作と相互作用するか又は
該動作に対して反応することが意図される他の種類の対象も含むことも理解されたい。器
具の他の特徴及び利点は本開示の一般原理を読んで理解すると当業者には明らかになる。
これらの示唆される特徴及び利点も本明細書に含まれることが意図される。
【００１１】
　図１は、外科用器具１０の一実施形態を示す図である。この図において、外科用器具１
０は、一端が小切開部を通して患者の腹部に挿入されるように構成される腹腔鏡器具とし
て示される。この実施形態の外科用器具１０は、ハンドル１２と、シャフト１４と、遠位
部分１６とを含む。シャフト１４は、ハンドル１２を遠位部分１６へ接続し、ハンドル１
２のあらゆる機械的動作を遠位部分１６へ伝えるように設計される。シャフト１４はさら
に、以下でより詳細に説明するように電気信号を遠位部分１６からハンドル１２へ伝え戻
すように設計される。
【００１２】
　図１の実施形態によると、遠位部分１６が、先端１８と、先端１８に形成される感知装
置２０とを含む。図１に示されるように、先端１８は把持装置であり、感知装置２０は、
把持装置の底部ジョーに接続される。しかしながら、外科用器具１０は、任意の好適な機
能を有する任意の好適な種類の先端を含み得ることを理解されたい。また、感知装置２０
は、それぞれの先端の任意の部分に接続することができる。いくつかの実施形態では、先
端１８を省いてもよく、感知装置２０を、その意図する感知機能を行うように遠位部分１
６の別の部分に取り付けてもよい。これに関して、外科用器具１０は、遠位部分１６にお
いて１つ又は複数の信号を感知するという唯一の目的のための感知装置として具現するこ
とができる。図１の実施形態のいくつかの例によると、シャフト１４は、長さが約２０ｃ
ｍ乃至３０ｃｍであり、先端１８は、長さが約１０ｍｍ乃至１５ｍｍであり得る。
【００１３】
　操作者は、ハンドル１２を操作することによって、遠位部分１６を患者の腹部へ挿入し
、遠位部分１６の先端１８を制御することができる。外科医は、遠位部分１６を挿入する
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と、感知装置２０が患者の或る特定の領域と接触することができるようにハンドル１２を
さらに操作して先端１８の場所及び向きを制御することができる。感知装置２０は、患者
の任意の所望のパラメータ、例えば脈、硬さ等を測定又は試験するようにそれぞれが構成
される１つ又は複数のセンサーを含むことができる。感知装置２０が必ずしも患者の特定
の領域と接触する必要がないいくつかの実施形態では、先端１８は、或る特定の非接触感
知機能を達成するために感知装置２０を位置決めするように制御することができる。
【００１４】
　感知装置２０は、被試験対象の任意の好適な特性を感知するように構成することができ
る。例えば、感知装置２０は、抵抗性又は容量性の圧力感知技術を使用する圧力センサー
として構成することができる。代替的には、感知装置２０は、歪ゲージ、圧電センサー、
硬さセンサー等を含んでもよい。感知装置２０は、歪ゲージとしては、接触力についての
さらなる情報を提供して、力の大まかなコース測定を細かく調整するように構成すること
ができる。感知装置２０は、圧電センサーとしては、対象の部分から反射する超音波信号
を生成する伝送装置を含むことができる。この場合、感知装置２０がエコー信号を検出し
て対象の場所を求めることができる。感知装置２０は、結節、例えば腫瘍、又は患者の他
の硬い領域を検出することができる硬さセンサーとして構成することもできる。
【００１５】
　図１の実施形態では、外科用器具１０のハンドル１２は、外科医の手の親指を収容する
ように設計される受け部２２を含む。ハンドル１２はまた、外科医の手の下方の３本の指
を収容する第２の受け部２４と、外科医の手の人差し指を収容するように設計されるリセ
ス２６とを含む。本開示に記載される実施形態の多くにおいては、外科医の親指の受け部
、例えば受け部２２を詳細に説明する。しかしながら、同様の特徴部を、操作者の片手又
は両手の他の指又は他の部分用に設計される他の受け部及びリセスのために実装してもよ
いことに留意されたい。これに関して、受け部の特徴部は、ハンドルの任意の部分におい
て具現することができる。
【００１６】
　外科医の親指に触覚効果を与えるために、１つ又は複数の触覚作動装置を受け部２２に
組み込むことができる。他の実施形態では、外科医の指及び手の他の部分に触覚効果を与
えるために、１つ又は複数の触覚作動装置を、ハンドル１２の、受け部２４及びリセス２
６のような他の部分に組み込んでもよい。感知装置２０が感知した信号は、必要に応じて
処理され、感知した信号を外科医に伝えるために触覚作動装置に適用することができる。
受け部２２は概して、出力信号を外科医の親指の異なる面に伝えることができるように、
親指を囲むように構成することができる。必要であれば、アダプタ又は補助的な材料を受
け部２２の内面に配置して、外科医の親指の周りの複数の点と適切に接触するようにして
もよい。このアダプタを使用して、例えば種々のユーザの異なる親指のサイズを考慮する
ことができる。
【００１７】
　ハンドル１２は、ハンドル１２のハウジング内に位置決めされ得る処理装置３０も含む
ことができる。処理装置３０は、感知装置２０からの信号を処理すると共に、受け部２２
に形成される１つ又は複数の触覚作動装置に提供される出力信号を制御するように構成さ
れる。処理装置３０は例えば、汎用プロセッサ若しくは特定用途向けプロセッサ、又はマ
イクロコントローラであり得る。いくつかの実施形態では、処理装置３０は、データ及び
／又は命令を記憶するメモリデバイスと関連付けられ得る。論理命令、コマンド及び／又
はコードは、ソフトウェア、ファームウェア又はその両方において実装することができ、
メモリ装置に記憶される。他の実施形態では、論理命令、コマンド及び／又はコードをハ
ードウェアにおいて実装し、別個の論理回路、特定用途向け集積回路（Application Spec
ific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブルゲートアレイ（ＰＧＡ）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等又はそれらの任意の組み合わせを用い
て処理装置３０に組み込むことができる。感知装置２０に関して使用され得る感知機構の
種類及び測定する特性の種類に応じて、処理装置３０のアルゴリズムが、対象の種々の特
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徴を求めることができる。
【００１８】
　受け部２２に位置する触覚作動装置は、外科用器具１０の遠位部分１６において感知さ
れ、処理装置３０によって処理された信号に基づいてフィードバック信号を提供するよう
に構成することができる。触覚作動装置は、電磁モータ、電気活性ポリマー、又は信号に
応答して変形するか若しくは形状を変える他の材料、硬さを変える材料若しくは機構、振
動触知アクチュエータ、慣性アクチュエータ、圧電アクチュエータ等を含み得る。一例で
は、触覚作動装置は、接触力、圧力等を伝達するために使用することができる把持特徴を
含み得る。
【００１９】
　さらに、ハンドル１２は、「ロール」制御装置として使用することができる回転装置２
８を含む。回転装置２８は、シャフト１４に直接的又は間接的に接続することができ、シ
ャフト１４を、その軸を中心に回転させるように構成される。操作者が回転装置２８を回
転させると、シャフト１４及び遠位部分１６がそれに対応して回転する。したがって、操
作者は、先端１８及び感知装置２０の回転向きを制御することができる。操作者は、感知
モードにおいて、感知装置２０を所望の向きに方向付け、患者の或る特定の領域のセンサ
ー信号を得ることができる。一例では、感知装置２０は、シャフト１４の軸に対して実質
的に垂直な方向にシャフト１４又は遠位部分１６とは面しないように取り付けることがで
きる。回転装置２８を回転させてロールを制御することによって、感知装置２０は、視覚
センサー、硬さセンサー又は他の好適な種類のセンサーを使用して血管系、腫瘍塊等を特
定するために、周囲の組織を観察するように軸の周りをスイープすることができる。
【００２０】
　図２は、器具のシャフト３６に取り付けられるセンサー３４の一実施形態を示す断面図
である。シャフト３６は、器具のハンドル部分と遠位部分とを接続するように構成するこ
とができ、遠位部分は、１つ又は複数の機能要素を含み得る。いくつかの実施形態では、
シャフト３６は、図１に示すシャフト１４に対応し得る。センサー３４は、シャフト３６
の遠位端部に、又はシャフト３６の任意の部分に沿って取り付けられ得る。いくつかの実
施形態では、センサー３４は、器具の遠位端部に位置する先端の部分に取り付けることが
できる。
【００２１】
　図２の実施形態によると、センサー３４は、支持装置３８と、支持装置３８の周りに周
方向に配置される複数の感知要素４０とを含む。感知要素４０のそれぞれは、シャフト３
６には面しない方向へ配向することができ、各感知要素４０は、異なる角度方向に面する
。これに関して、感知要素４０が、患者のその周囲の領域を同時に感知することが可能で
ある。感知要素４０は、感知要素２０に関して上述したような任意の好適な種類のセンサ
ー及び機能を含み得ることを認識されたい。センサー３４は、任意の数の感知要素４０を
含むことができ、任意の好適な場所、方向又は角度に位置決めすると共に配向することが
できる。いくつかの実施形態では、感知要素４０は、特定の設計に従った所定のパターン
で支持装置３８に取り付けることができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、感知要素４０の数は、器具のハンドルの受け部又はリセスに
位置決めされる触覚作動装置の数に対応し得る。例えば、感知要素４０は、図１に示され
る受け部２２に位置する触覚作動装置又は別のセットの作動装置と直接関連付けられ得る
。詳細には、作動装置は、感知要素４０が配置される方法と対応する方法で配置すること
ができ、その逆もまた可能である。本明細書に示される実施形態によると、感知要素４０
は、実質的に円形の配置で形成又は支持することができる。加えて、作動装置及び感知要
素４０が同様の方法で配置される場合、各作動装置を、対応する感知要素４０と適合させ
ることができる。したがって、１つの作動装置は、配置の同じそれぞれの位置に位置する
対応する感知要素４０が感知した信号に基づいてフィードバックを提供するように設計す
ることができる。センサー３４は、センサー３４を支持する外科用器具と相互作用するか
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又はこれに反応する、患者の１つ又は複数の特性を測定するように構成される。
【００２３】
　図３は、器具のハンドルの一部である受け部２２－１の第１の実施形態を示す側断面図
である。特に、受け部２２－１はハンドルのフィードバック部分である。受け部２２－１
は、例えば、図１に示す外科用器具１０の受け部２２のあり得る実施形態に対応し得る。
この実施形態では、受け部２２－１は、複数の触覚作動装置４４を含む。詳細には、この
実施形態における触覚作動装置４４の数は１２個であり、これは、図２に示す感知要素４
０の同じ数と対応するものである。しかしながら、触覚作動装置４４及び感知要素４０の
数は、同じであっても、異なっていても、倍数等であってもよいことに留意されたい。
【００２４】
　触覚作動装置４４は、受け部２２－１の材料によって任意の好適な方法で支持される。
触覚作動装置４４は、対応する群の感知要素が測定した患者の特性を伝えるように構成さ
れる。触覚作動装置４４は、器具のユーザへ触覚効果を与える。より詳細には、受け部２
２－１は、ユーザの片手の親指を収容するように構成され得る。
【００２５】
　触覚作動装置４４は、受け部２２－１にわたって分散させることができる。図示のよう
に、触覚作動装置４４は、実質的に円形の構成で配置される。各触覚作動装置４４は、各
感知要素４０（図２）において感知される信号に基づいて触覚効果を与えるために、感知
要素４０等の各感知要素に対応するように構成することができる。触覚作動装置４４の１
つ又は複数は、受け部２２－１の特定の場所に位置決めすることができ、シャフトに対す
る各感知要素の場所に対応する感知要素の感知した特性に基づいて作動される。
【００２６】
　別の実施態様では、各触覚作動装置４４は、感知装置２０（図１）のような単一のセン
サーが配向される特定の方向に対応するように構成することができる。別の実施形態に言
及すると、１つ又は複数のセンサーを把持装置に取り付けることができ、触覚作動装置４
４は、把持装置のジョーに対する対象の部分の位置を伝えるように構成することができる
。これに関して、対象の少しの部分しか把持装置のジョーの範囲内にない場合、少数の触
覚作動装置４４しか作動されない。
【００２７】
　図４Ａ乃至図４Ｃは、第１の実施態様による、図３に示す触覚作動装置４４の作動を示
す図である。この実施形態では、触覚作動装置４４は、方向情報をユーザへ伝えるように
設計される。例えば、図１に示す処理装置３０は、触覚作動装置４４を制御して方向に関
する情報を伝達するように構成することができる。一実施態様では、方向情報は、器具全
体を物理的に旋回させることによって、又は回転装置２８等の回転装置を回転させること
によって制御することができる器具の先端の向きを表すことができる。加えて、方向情報
は、センサーが対象、例えば患者と接触する場所を表すことができる。いくつかの場合で
は、感知したパラメータの方向は時間と共に変わり得る。例えば、脈は、第１の方向又は
第１の場所において或る時点で検出され、次いでその直後に第２の方向又は第２の場所で
検出され得る。
【００２８】
　図４Ａに関して、受け部２２－１の上部付近に位置する触覚作動装置４４が、１つ又は
複数のセンサーの上部、器具の上側部分、上方の向き等に関するセンサー情報に対応する
ように作動される。１つの例に関して、器具の遠位端部にある単一のセンサーが、上方方
向に方向付けられるか又は配向されているときに、患者の特性、例えば硬さを感知するこ
とができる。別の例に関して、器具の遠位端部の周りに形成される１組のセンサーを使用
して、上部領域に位置決めされているセンサーが特定のパラメータ、例えば硬さを検出す
るか、又は上部領域の特性が特定のレベルに達すると感知するようにすることができる。
【００２９】
　図４Ｂに関しては、受け部２２－１の一方の側又は両方の側の付近に位置する触覚作動
装置４４が作動される。これらの作動装置４４の作動は、例えば、器具の遠位端部の左側
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領域又は右側領域から受信した患者のセンサー情報に対応することができる。例えば、単
一のセンサーを使用する場合、いずれかの側に位置決めされる触覚作動装置４４の作動は
、その側に配向されるか又は方向付けられるセンサーに対応し得る。図４Ｂに示すように
、左側及び右側いずれもの触覚作動装置４４は同時に作動される。しかしながら、右側又
は左側のいずれかのみの触覚作動装置４４を一度に作動し、遠位端部の右側又は左側にお
ける特定の特徴を表してもよいことを認識されたい。器具の遠位端部において複数のセン
サーを使用する場合、両側における触覚作動装置４４の作動は、対応するセンサーにおい
て感知される特定の信号に対応し得る。
【００３０】
　図４Ｃに関しては、受け部２２－１の底部付近に位置する触覚作動装置４４が作動され
る。底部の触覚作動装置４４の作動は、例えば、器具の遠位端部の底部領域から受信した
患者のセンサー情報に対応し得る。単一のセンサーの場合、センサーの向きが下方方向で
ある場合の特定の信号の検出によって、底部の触覚作動装置４４を作動させることができ
る。代替的には、複数のセンサーを使用する場合、底部に位置決めされるか又は底部に方
向付けられるセンサーからの特定の信号の検出によって、底部の触覚作動装置４４を作動
させることができる。
【００３１】
　また、図４Ａ乃至図４Ｃに示される触覚作動装置４４を作動して、中心シャフトに対す
る端部分の方向又は向きを示すことができる。例えば、端部分は、中心シャフトに対して
移動することができる多関節式把持装置を備え得る。この場合、その周辺の対応する領域
に位置するこれらの触覚作動装置４４を作動して、多関節式把持装置の頭部の向きを示す
ことができる。
【００３２】
　図５Ａ乃至図５Ｃは、第２の実施態様による、図３に示す触覚作動装置４４の作動を示
す図である。この実施形態の触覚作動装置４４は、任意の好適な種類の情報を回転式に伝
えるように設計される。例えば、触覚作動装置４４を作動して、血管を通る血流等の流れ
を示すことができる。代替的には、触覚作動装置４４を作動して、管状構造等の構造を示
してもよい。
【００３３】
　これらの３つの図は、或る特定の触覚作動装置４４の順次の時点での作動を示す。この
例に示されるように、受け部２２－１の上部付近に位置するいくつかの触覚作動装置４４
が一度に作動される。その後の時点では、側部の触覚作動装置４４が作動される。次いで
、底部の触覚作動装置４４が作動される。この意味では、時計回りの作動シーケンスが適
用される。他の実施形態では、触覚作動装置４４を、対象の任意の関連する特徴を伝える
ために反時計回りに作動してもよい。この作動パターンを用いて、患者の任意のパラメー
タ又は特徴を示すことができる。例えば、作動シーケンスを用いて脈の感知を伝えること
ができる。
【００３４】
　図６Ａ乃至図６Ｃは、第３の実施態様による、図３に示される触覚作動装置４４の作動
を示す図である。この実施形態の触覚作動装置４４は、器具上の位置に対する位置情報又
は空間的情報を伝えるように構成される。この場合、複数のセンサーをアレイ又は他の所
定のパターンで位置決めし、特定のパラメータを感知するのに使用することができる。
【００３５】
　これらの図は、例えば、把持装置、グリッパ又は他の同様の種類の機構のジョーの範囲
内に保持される対象の量を伝えるための触覚作動装置４４の可能な作動を示す。この場合
、図６Ａは、対象の少しの部分しかジョーに保持されない場合の、少数の触覚作動装置４
４の作動の例を示す。図６Ｂは、より多くの量の対象が器具に把持されている場合、例え
ばおよそ半分が器具に把持されている場合の、より多くの数の触覚作動装置４４の作動の
例を示す。図６Ｃは、器具が対象を完全に把持している場合の、受け部２２－１の全て又
はほとんど全ての触覚作動装置４４の作動の例を示す。これは、大腸内視鏡検査中のよう
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な、患者の結腸に対して手術を行っている場合に特に有用であり得る。力をかけ過ぎると
結腸が裂け、深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、結腸を慎重に取り扱うことが
重要である。これに関して、触覚作動装置４４は、患者の結腸に印加されている把持の種
類を外科医に伝えることができる。他の傷つきやすい器官も同様に或る特定のレベルの慎
重さを必要とし得る。
【００３６】
　図７は、器具のハンドルのフィードバック部分である受け部２２－２の第２の実施形態
を示す側面図である。例えば、受け部２２－２は、図１に示される外科用器具１０の受け
部２２の１つの可能な実施形態に対応し得る。この実施形態では、受け部２２－２は、検
査している対象の測定される特性に関する信号に応答して膨張及び収縮するように構成さ
れる材料を含む。例えば、対象に対する把持力又は他の種類の力を伝えるために、受け部
２２－２の材料はそれに従って膨張することができ、それによって、操作者の親指の全て
の側面に力を印加する。この場合、ユーザの手に印加される力は、患者に印加される圧力
を表す、器具の遠位端部で感知される圧力を伝達するより自然な感触を提供することがで
きる。また、力フィードバックの種類の出力は、圧力の同様の測定を擬態するという利点
を提供することができ、ユーザにとって、振動触知による感覚よりも集中を妨げないもの
とすることができる。
【００３７】
　図７Ａは、関連する信号が感知されていない場合のような、収縮している状態の受け部
２２－２を示す。しかしながら、図７Ｂでは、受け部２２－２は膨張している状態で示さ
れており、この場合、材料は通常の位置４８から膨張した位置５０へ膨張する。材料は、
短い時間期間後、又は何らかの他の特定の事象後に信号がもはや感知されなくなると、そ
の通常の位置４８に戻るように構成することができる。いくつかの実施形態では、膨張及
び収縮可能な材料をそれぞれのハンドルの他の部分において使用して、操作者の手の他の
部分に圧力又は力を印加してもよい。
【００３８】
　図８は、器具のハンドルのフィードバック部分である受け部２２－３の第３の実施形態
を示す側面図である。例えば、受け部２２－３は、図１に示される外科用器具１０の受け
部２２の１つの可能な実施形態に対応し得る。この実施形態では、受け部２２－３はプロ
グラム可能な突起５４を含む。プログラム可能な突起５４は、大きな不快感を生じさせる
ことなくユーザへ情報を適切に伝える任意の好適なサイズ及び形状を有するように構成す
ることができる。プログラム可能な突起５４は、例えば方向情報、回転情報、１つ又は複
数のセンサーに対する対象の相対位置等の任意の種類の情報をユーザへ伝えることができ
る。プログラム可能な突起５４は、ユーザの親指の皮膚をわずかな力で押圧して親指とよ
り接触し、親指の神経とよりよく連絡することができるように、受け部２２－３の中心へ
向かって突出するように設計される。
【００３９】
　プログラム可能な突起５４は、感知した信号の詳細な状態を伝えるために膨張及び収縮
するように構成することができる。いくつかの実施形態では、プログラム可能な突起５４
は、ユーザの親指に対して振動する又は別の種類の触覚効果を与えるように構成すること
ができる。他の実施形態によると、プログラム可能な突起５４は、感知した信号に従って
硬さを変えるように構成してもよい。この場合、プログラム可能な突起５４は、患者と接
触している感知要素が行った硬さ測定に基づいてその硬さを変化させることができる。し
たがって、外科医は、器官及び組織の特定を助ける、硬さの指示を受け取ることができる
。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、それぞれが突起５４と同様であり得る複数の突起が、受け部
２２－３の内面の周りに位置決めされる。各突起は、別個に、又は他の突起のいくつか若
しくは全てと共に作動することができる。したがって、感知した信号を、突起の１つ又は
複数の作動を含む方法で処理することができる。これに関して、突起は、方向、向き、流
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れ、相対的な状態の度合い若しくは段階等を示すように、図４乃至図６に関して説明した
方法で作動することができる。
【００４１】
　図９は、ハンドル５６のフィードバック部分の一実施形態を示す側断面図である。この
実施形態では、ハンドル５６は、ハンドル５６の外面の下に位置決めされる複数の触覚作
動装置５８を含む。種々の配置に関して、触覚作動装置５８は、ハンドル５６の表面の下
に、この面と面一に、この面の上に、又はこれらの任意の組み合わせで位置決めすること
ができる。これに関して、図９は、作動がハンドル５６の外面からユーザに与えられる実
施形態に関する。他方で、図３乃至図８は、指／親指の受け部の内面からユーザに与えら
れる触覚作動に関する実施形態を記載する。
【００４２】
　ハンドル５６は、触覚フィードバックを与えることが可能な任意の器具、特に、触覚作
動がハンドル５６の外面から印加される把持可能な器具の一部であり得る。ハンドル５６
のフィードバック部分は、電気ドリル、電気スクリュードライバ、自転車のハンドルバー
、オートバイのハンドルバー、テニスラケット、ゴルフクラブ等の任意の種類の器具又は
機器に組み込むことができる。さらに、触覚作動装置５８は、図示のようにハンドル５６
の周囲に配置される場合、図４乃至図６に関して上述した作動技法と同様の方法で機能す
るようにプログラムすることができる。
【００４３】
　図１０は、そのハンドルへ触角フィードバックを提供する器具の動作方法の一実施形態
のフロー図である。ブロック６０に示されるように、ユーザー、すなわち操作者は、器具
の通常使用によって器具を操作することができる。例えば、操作者は、器具のハンドル、
ボタン又は他の特徴部を操作して器具の機能部分を制御することができる。機能部分は、
例えば、器具のハンドルとは対向する端に位置決めされ得る。機能部分は、測定している
特定の種類のパラメータに応じて、試験している対象と接触するか又は試験している対象
に近接して配置するように周囲を調べることができる。
【００４４】
　ブロック６２に示されるように、対象の１つ又は複数の特性を器具の遠位端部において
感知する。特に、特性を１つ又は複数の感知装置によって感知することができる。センサ
ーは、器具の機能部分に、又はその付近に位置決めすることができる。感知した特性は、
器具の出力機構に印加される出力信号を得るために、必要に応じて処理することができる
。出力信号は、感知される特性及び器具に組み込まれる出力機構の種類に基づいて、特定
の用途に応じてそれぞれの個々の出力機構又は出力機構の全体のセットに関して得ること
ができる。
【００４５】
　ブロック６４に示されるように、１つ又は複数の触覚効果を器具のハンドルの一部に与
える。いくつかの実施形態では、他の出力信号を１つ又は複数の他の出力機構に提供して
もよい。しかしながら、ブロック６４によると、感知した信号は触覚によって操作者へ伝
えられる。触覚効果は、触覚出力、振動触知効果出力等を含むことができる。
【００４６】
　本明細書に記載されるルーチン、ステップ、処理又は動作は、ソフトウェア又はファー
ムウェアにおいて実装することができる任意のモジュール又はコードシーケンスを表し得
ることを理解されたい。これに関して、これらのモジュール及びコードシーケンスは、物
理的構成要素内で特定の論理ルーチン、ステップ、処理又は動作を実行するためのコマン
ド又は命令を含み得る。さらに、当業者には理解されるように、本明細書に記載されるル
ーチン、ステップ、処理及び／又は動作の２つ以上を、実質的に同時に、又は明示的に記
載される順番とは異なる順番で実行することができることを理解されたい。
【００４７】
　本明細書に記載される実施形態は、複数の可能な実施態様及び例を示し、本開示を任意
の特定の実施形態に必ずしも制限することを意図するものではない。その代わりに、当業
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者には理解されるように、これらの実施形態に対して種々の変更を加えることができる。
そのようなあらゆる変更は、本開示の精神及び範囲内に含まれ、添付の特許請求の範囲内
によって保護されることが意図される。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９】

【図１０】
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